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都
下
水
道
局
で
は
、
雨
期
に
向

か
う
６
月
を
「
浸
水
対
策
強
化
月

（
祝
日
を
除
く
）、月
１
２
８
時
間

以
内
（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
雇
用
期
間
】７
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
（
更
新
可
）

３１

　
【
賃
金
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】
児
童
厚
生
一
級
・

二
級
指
導
員
ま
た
は
保
育
士
、
幼

稚
園
・
小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格

を
有
す
る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の

４５

方
　
【
応
募
書
類
】
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
▽
資
格
証
明
書
の

写
し
▽
「
学
童
保
育
所
・
児
童
館

の
役
割
」
に
つ
い
て
の
考
え
や
意

見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字
以
内

に
ま
と
め
た
小
論
文

　

申
し
込
み
は
６
月
１
日
（
金
）

〜
８
日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
〜

午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
と

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
応
募

書
類
を
直
接
子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
２
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
送
不
可
。
書
類
選
考
後
、

６
月　

日
（
水
）・　

日
（
木
）
に

１３

１４

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ

学
童
保
育
所
・
児
童
館
の

臨
時
職
員
（
登
録
制
）

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
勤
務
時
間
】
月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、月　

時
間
以
内

７５

（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
賃
金
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　

申
し
込
み
は
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
を
直
接
子
育
て
支

援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
登
録
は
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

市
立
保
育
園
の
パ
ー
ト
・ 

臨
時
保
育
士
、臨
時
栄
養
士

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
･
育
休
･

病
休
等
の
代
替
と
し
て
の
臨
時
保

育
士
・
臨
時
栄
養
士
の
登
録
を
随

時
募
集
し
て
い
ま
す
。

①
パ
ー
ト
保
育
士

　
【
勤
務
時
間
】午
前
７
時
〜
８
時

半
と
午
後
５
時
〜
６
時
半

　

※
し
ん
か
わ
保
育
園
、
ち
ゅ
う

お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん
保
育
園

は
午
後
７
時
ま
で
。

　
【
賃
金
】
時
給
１
０
１
０
円

②
臨
時
保
育
士

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時

　
【
賃
金
】
時
給
９
３
０
円

③
臨
時
栄
養
士

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時

　
【
賃
金
】
時
給
１
０
５
０
円

　

※
す
べ
て
有
資
格
の
方
。

　

申
し
込
み
は
、
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）を
直
接
保
育
課（
市

役
所
１
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
登
録
制
の
た
め
履
歴

書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

教
育
委
員
会
の
臨
時
職
員

（

登

録

制

） 

　

教
育
委
員
会
で
は
、
市
内
の
幼

稚
園
・
学
校
等
に
勤
務
す
る
臨
時

職
員
（
登
録
制
）
を
募
集
し
ま
す
。

①
幼
稚
園
教
諭　

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時　

分
〜

１５

午
後
４
時　

分
４５

　
【
賃
金
】
時
給
１
１
０
０
円

②
一
般
事
務

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時

　
【
賃
金
】
時
給
８
３
０
円

　

申
し
込
み
は
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
を
直
接
教
育
部
総

務
課
庶
務
係
（
市
役
所
６
階
）
へ

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係�
４
７
０
・
７

７
７
５
へ
。

　

就
職
は
、
生
活
の
安
定
確
保
や

労
働
を
通
じ
た
社
会
参
加
な
ど
、

人
間
が
幸
せ
に
生
き
て
い
く
上
で

基
本
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
た

め
、
採
用
選
考
は
応
募
者
の
適
性

と
能
力
に
基
づ
き
公
正
に
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

都
の
「
就
職
差
別
解
消
促
進
月

間
」
に
合
わ
せ
、
都
民
や
企
業
等

の
担
当
者
に
人
権
問
題
の
正
し
い

理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

た
め
、
映
画
会
を
開
催
し
ま
す
。

 
【
日
時
】
６
月　

日
（
月
）
午
後

１１

２
時
〜
４
時　

分
１５

　市内に転入手続きをされた方へ配布している、市役所の
業務などを紹介した「暮らしのしおり」に広告を掲載して
みませんか。
　【基準】公共性と品位を損なわないもの。政治・宗教活動、
意見広告と個人宣伝などは除きます
　【発行部数】約４，０００部
　【掲載位置】同しおり（Ａ４サイズ）巻末
　【掲載料金】全ページ＝６万４，０００円▽２分の１ページ＝
３万２，０００円▽４分の１ページ＝１万６，０００円▽８分の１ペ
ージ＝８，０００円
　※広告の版下は、市が指定する方法により広告主の負担
で作成していただきます。
　申し込みは６月２９日（金）までに（消印有効）、所定の申
込書（市役所２階広報課にあります）に必要事項を記入の
上、〒２０３－８５５５、市役所広報課あて郵送を。電子メール
（下記メールアドレス参照）、ファクス４７２・１１３１または直
接同課へ持参も可。
　※申込書は６月１日（金）から市ホームページでも入手
できます。
　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。

非
常
勤
嘱
託
職
員 

（
児
童
厚
生
員
） 

 
【
勤
務
内
容
】
学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

 
【
募
集
人
数
】
若
干
名

 
【
勤
務
時
間
】
月
曜
〜
土
曜
日

手
続
き
・
申
請
等
を
受
け
付
け

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
助
成
係�
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

6
月
は
就
職
差
別
解
消
促
進
月
間

 
【
会
場
】
台
東
区
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
２
階
ミ
レ
ニ
ア
ム
ホ
ー
ル

（
台
東
区
西
浅
草
３
ノ　

ノ　

、

２５

１６

　

山
手
線
・
京
浜
東
北
線
「
鶯
谷

JR駅
」
徒
歩
約　

分
、
東
京
メ
ト
ロ

１５

日
比
谷
線
「
入
谷
駅
」
徒
歩
約
８

分
）

　
【
上
映
作
品
】「
名
前
…
そ
れ
は

燃
え
る
い
の
ち
（　

分
）」
▽
「
企

１８

業
に
求
め
ら
れ
る
人
権
意
識
と
は

？
（　

分
）」
▽
「
夕
映
え
の
み
ち

２４

（　

分
）」

３８

　
【
定
員
】
先
着
３
０
０
人

　
【
参
加
費
】
無
料

　

申
し
込
み
は
６
月
８
日
（
金
）

ま
で
に
電
話
で
財
団
法
人
東
京
都

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
普
及
情
報
課

�
　

・
３
８
７
６
・
５
３
７
２
へ
。

０３

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

人
権
問
題
啓
発
映
画
会
を
開
催

間
」
と
定
め
、
下
水
道
施
設
の
安

全
性
の
確
保
と

皆
さ
ん
の
防
災

意
識
の
向
上
を

図
る
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
東
京

の
雨
が
一
目
で

分
か
る
「
東
京

ア
メ
ッ
シ
ュ
」

を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
で
公

開
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同

局
流
域
下
水
道
本
部�
０
４
２
・

５
２
７
・
４
８
２
８
へ
。

所得額扶養親族等の人数

３６０万４，０００円０人

３９８万４，０００円１人

４３６万４，０００円２人

４７４万４，０００円３人

５１２万４，０００円４人

５５０万４，０００円５人

※扶養親族が１人増えるごとに３８万円を

加算します。

※所得額とは、源泉徴収票では「給与所

得控除後の金額」を、確定申告書では

「所得合計の金額５番」を言います。

浸水ゼ浸水ゼロ・安全・ロ・安全・快適！下水道快適！ 下水道

乳
幼
児
医
療
費
助
成
、児
童
手
当
、児
童
育
成
手
当
・
障

乳
幼
児
医
療
費
助
成
、児
童
手
当
、児
童
育
成
手
当
・
障
害
手
当

害
手
当

１９年度児童育成手当・障害手当の
所得限度額

市発行の「暮らしのしおり」に掲載する

「
な
く
そ
う
就
職
差
別　

問
わ
れ
る
企
業
と
社
会
の
人
権
感
覚
」

◆広報課メールアドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp

広告主を募集！広告主を募集！

浸水対策強化月間浸水対策強化月間
６月１日（金）～30日（土）は

乳
幼
児
医
療
費
助
成

　

既
に
乳
幼
児
医
療
証
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
毎
年
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
け
出
は
、

　

月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
乳
幼

１０児
医
療
証
を
受
け
る
た
め
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
届
け
出
が
な

い
と　

月
以
降
の
乳
幼
児
医
療
費

１０

助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

思
わ
れ
る
方
は
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

父
ま
た
は
母
が
死
亡
か
離
婚
し

た
児
童
▽
父
ま
た
は
母
に
１
年
以

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
か
、
父
ま
た

は
母
が
１
年
以
上
拘
留
さ
れ
て
い

る
児
童
▽
父
ま
た
は
母
が
生
死
不

明
で
あ
る
児
童
▽
父
ま
た
は
母
が

重
度
の
障
害
を
有
す
る
児
童
▽
婚

姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童
。

た
だ
し
、
婚
姻
（
届
け
出
を
し
て

い
な
く
て
も
事
実
上
の
婚
姻
関
係

に
あ
る
場
合
を
含
む
）
し
た
場
合

は
対
象
外
に
な
り
ま
す

�
障
害
手
当

　
　

歳
未
満
で
心
身
に
障
害
が
あ

２０
り
、
そ
の
程
度
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
お
子
さ
ん
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

愛
の
手
帳
１
〜
３
度
程
度
の
児

童
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
程
度
の
児
童
▽
脳
性
ま
ひ
、
ま

れ
か
の
状
態
に
あ
り
、　

歳
に
達

１８

し
た
日
の
属
す
る
年
度
末
以
前
の

お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。　

該
当
す
る
と

２
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
こ
の
届
け
を
提
出
さ
れ
な
い

と
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

た
は
進
行
性
筋
萎
（
い
）
縮
症
の

児
童

　

い
ず
れ
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
（
上
表
参
照
）。　

　
【
申
請
に
必
要
な
書
類
】請
求
者

お
よ
び
児
童
の
戸
籍
謄
本
∇
世
帯

全
員
の
住
民
票
（
東
久
留
米
市
に

住
民
票
が
無
い
方
）
∇
請
求
者
の

口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
∇
外
国

籍
の
方
は
、
外
国
人
登
録
済
証
明

書
等
の
書
類
∇
認
め
印
∇　

年
１

１９

月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

前
住
所
地
の
市
区
町
村
の
発
行
す

る
「
平
成　

年
度
所
得
証
明
書
」

１９

　

※
こ
の
ほ
か
に
も
書
類
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
子
育

て
支
援
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
は
、

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
は
６

月
中
旬
に
届
出
用
紙
等
を
郵
送
し

ま
す
。
記
入
漏
れ
や
添
付
書
類
の

不
備
等
が
な
い
よ
う
確
認
の
上
、

６
月
末
ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
郵
送
ま
た
は
直
接
子
育
て
支

援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
に
必
要
な
書
類
】健
康
保

険
証
（
保
護
者
お
よ
び
本
人
分
）

の
写
し
▽
認
め
印（
持
参
の
場
合
）

児

童

手

当

　

既
に
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
毎
年
６
月
に
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
け
出

は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る
状

況
に
よ
り
、
児
童
手
当
を
引
き
続

き
受
け
取
る
た
め
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

も
の
で
す
。
届
け
出
が
な
い
と
６

月
以
降
の
児
童
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
は
６

月
中
旬
に
「
児
童
手
当
の
現
況
届

け
に
つ
い
て
」
の
通
知
を
郵
送
し

ま
す
。
６
月
末
ま
で
に
、
添
付
書

類
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必

要
書
類
を
同
封
の
返
信
用
封
筒
で

郵
送
ま
た
は
直
接
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
受
給
し
て
い
な
い

方
も
、
所
得
額
の
変
更
・
扶
養
人

数
の
変
更
・
加
入
し
て
い
る
年
金

の
変
更
等
に
よ
り
受
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
同
課
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

児
童
育
成
手
当 

・

障

害

手

当

�
児
童
育
成
手
当

　

児
童
育
成
手
当
は
、
次
の
い
ず

６
月
中
旬
に
現
況
届
の
用
紙
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
６
月　

日
（
月
）
〜　

１８

２９

日
（
金
）
に
直
接
同
課
（
市
役
所

▽　

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

１９
れ
た
方
は
前
住
所
地
の
市
区
町
村

の
発
行
す
る
「
平
成　

年
度
所
得

１９

証
明
書
」

　

な
お
、
現
在
所
得
超
過
に
よ
り

受
給
し
て
い
な
方
で
も
、
所
得
額

の
変
更
・
扶
養
人
数
の
変
更
・
加

入
し
て
い
る
年
金
の
変
更
等
に
よ

り
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
同
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　
「
河
童
の
ク
ゥ
と
夏
休
み
」

の
公
開
に
向
け
て
、
庁
内
に

支
援
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

本
格
的
な
取
り
組
み
を
始
め

ま
し
た
。

　

映
画
の
中
で
「
康
一
少
年

が
河
童
の
ク
ゥ
と
仲
間
を
探

す
た
め
に
河
童
伝
説
の
残
る

岩
手
県
遠
野
市
を
旅
す
る
」

と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
遠
野
市
へ
過
日
表
敬
訪

問
を
行
い
ま
し
た
。
本
田
遠

野
市
長
や
関
係
者
と
の
協
議

の
ほ
か
、
映
画
に
登
場
す
る

場
所
を
視
察
し
て
き
ま
し
た
。

遠
野
駅
や
カ
ッ
パ
渕
等
、
ほ

と
ん
ど
実
写
と
見
ま
ご
う
ば

か
り
に
描
写
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
お
聞
き
す
る
と
「
原
恵

一
監
督
が
た
び
た
び
現
地
を

訪
れ
た
結
果
と
し
て
、
あ
の

よ
う
に
リ
ア
ル
な
再
現
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
」
と
の
こ

と
。
ま
た
、
地
元
女
性
の

「
語
り
部
」
に
よ
る
河
童
の

昔
話
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
遠
野
は
柳
田
國
男

の
代
表
作
「
遠
野
物
語
」
の

地
で
あ
り
、宮
澤
賢
治
の「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
に
お
い
て
モ

チ
ー
フ
に
つ
づ
ら
れ
た
地
域

で
す
。
今
も
な
お
民
話
と
童

話
が
息
づ
く
、
日
本
の
原
風

景
と
も
い
う
べ
き
遠
野
市
の

皆
さ
ん
と
一
諸
に
、
映
画
を

通
し
て
地
域
の
再
発
見
が
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

映画の主人公、河童
のクゥ

◆都下水道局ホームページアドレス
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/


